
2023年４月 14 日 

こくみん共済 coop 

 

新型コロナウイルス感染症 「みなし入院」等の特別取り扱いの終了について 

 

新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとと

もに、罹患された方々に、心からお見舞い申し上げます。 

今般、新型コロナウイルス感染症について、特段の事情が生じない限り、感染症法上の位置づ

けを2023年５月８日以降、季節性インフルエンザ・麻疹・風疹と同じ「５類感染症」へと変更す

ることが政府方針として公表されています。 

この感染症法上の位置づけの変更にともない、こくみん共済 coop では、新型コロナウイルス感

染症に関する特別取り扱いを終了することとしましたので、お知らせいたします。 

 

 

１．新型コロナウイルス感染症に関する特別取り扱いの終了 

(1) 「みなし入院」の取り扱いの終了 

2022 年９月 26 日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方は重症化リスクの高い方

に限り、病気入院共済金のお支払い対象としていた取り扱いを終了します。 

なお、2023 年５月７日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、「みなし入院」の対象

となる方は、同年５月８日以降もご請求いただけます。 

2023年５月８日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、他の病気と同様に

医療機関に入院された場合のみお支払い対象となります。 

 

【参考】新型コロナウイルス感染症と診断された場合のご請求範囲 

ケース 

陽性判明日（診断年月日） 

2022年9月25日まで 
2022年9月26日～ 

2023年5月7日まで 
2023年5月8日以降 

入院された方 〇 〇 〇 

宿泊療養・自宅療

養された場合 

（みなし入院） 

重症化リスクの高

い方※ 
〇 〇 × 

上記以外の方 〇 × × 

〇：お支払い対象  ×：お支払い対象外 

※重症化リスクの高い方とは、「発生届」の対象となる「65歳以上の方」「入院を要する方」「重

症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬の投与または新型コロナウイルス感

染症罹患による酸素投与が必要な方」「妊婦の方」になります。 

 

(2) 「不慮の事故等」に含めて災害死亡共済金等のお支払い対象とする取り扱いの終了 

新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・重度障がいの状態（一部の保障は後遺

障がい）に該当された場合に、別紙の共済商品において災害死亡共済金等のお支払い対象とし

ていた取り扱いを終了します。 

2023年５月８日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合には、病気として死亡共

済金等のお支払い対象となります。 

 

  



(3) 「共済掛金の払込猶予」および「契約継続手続きの延長」の取り扱いの終了 

新型コロナウイルス感染症の療養等を原因とした「共済掛金の払込猶予」および「契約継続

手続きの延長」に関する取り扱いを終了します。 

2023年５月８日以降のお申し出はお受けできません。 

 

２．特別取り扱いの経緯と今回終了の理由 

こくみん共済 coop では 2020 年から、新型コロナウイルス感染症流行当時の医療の逼迫等の

社会情勢もふまえて、自宅療養や宿泊療養であっても入院と同様とみなす特別取り扱いを実施し、

また、同時に感染症法上の位置づけをふまえて災害死亡共済金等のお支払い対象とする特別取り

扱いを実施するなどしてきました。 

新型コロナウイルス感染症については、その特徴についても変化がみられることなどをふまえ、

感染症法上の位置づけを 2023年５月８日以降、「５類感染症」へと変更することが公表されてい

ます。 

今般、「５類感染症」への変更により、新型コロナウイルス感染症が季節性インフルエンザ・麻

疹・風疹と同じ位置づけとなり、感染症法上の入院勧告・措置等の対象ではなくなります。 

この様な状況変化をふまえ、2023年５月８日以降については、特別取り扱いを終了させていた

だくことといたしました。 

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

３．ご請求にあたってのお願い 

厚生労働省より、Ｍｙ ＨＥＲ-ＳＹＳの療養証明書機能について、2023 年５月７日までに保健

所に発生届出が行われ、入力されている場合には、同年９月末まで同機能の利用が可能であると

の発表がされています。同年 10 月以降の利用については未定となっていることから、医療機関・

保健所の負担軽減に充分に配慮していく観点より、Ｍｙ ＨＥＲ-ＳＹＳの療養証明を利用した早

期のご請求へのご協力をお願い申し上げます。 

 

※ 今後特段の事情が生じ、政府が方針を見直したことにより、本お知らせの内容に変更が生

じる場合には、あらためてお知らせいたします。 

以上 

  



対象共済商品一覧 

事業規約・細則※ 共済商品・プラン・タイプ・特約名 共済金 

個人定期生命共済 ＜こくみん共済＞ 

○ 総合保障タイプ、総合保障 60歳タイプ、総合保障

65 歳タイプ、総合保障 70 歳タイプ 

○ 総合タイプ、総合 60 歳タイプ、総合 65歳タイ

プ、総合 70 歳タイプ 

○ 総合 2倍タイプ、総合 2倍 60歳タイプ、総合 2倍

65 歳タイプ、総合 2倍 70 歳タイプ 

○ 大型タイプ、大型 60 歳タイプ、大型 65歳タイ

プ、大型 70 歳タイプ 

○ 生きる安心タイプ、生きる安心 60歳タイプ、生き

る安心 65歳タイプ、生きる安心 70歳タイプ、生

きる安心 80 歳タイプ、生きる安心Ｗタイプ、生き

る安心Ｗ60 歳タイプ、生きる安心Ｗ65歳タイプ、

生きる安心Ｗ70歳タイプ、生きる安心Ｗ80歳タイ

プ、生きる安心Ｈタイプ、総合プラス 

○ TA2型、TA3 型、TA5型、TB2 型、TB3型、TB5 型 

災害死亡共済金 

災害障害共済金 

こども定期生命共済 ＜こくみん共済＞ 

○ こども保障タイプ 

○ キッズタイプ、キッズワイドタイプ 

災害死亡共済金 

災害障害共済金 

扶養者事故死亡

共済金 

熟年定期生命共済 ＜こくみん共済＞ 

○ シニア総合保障タイプ、シニア総合保障 70歳タイ

プ、シニア医療保障タイプ、シニア医療保障 70歳

タイプ、シニア総合タイプ、シニア医療タイプ、

シニア総合移行タイプ、シニア医療移行タイプ 

○ T7 型、TB7型 

災害死亡共済金 

災害障害共済金 

傷害共済 ＜こくみん共済＞ 

○ 傷害タイプ、傷害 60 歳タイプ、傷害Ｗタイプ、傷

害Ｗ60 歳タイプ 

○ 傷害安心タイプ、傷害安心 W タイプ 

○ シニア傷害安心タイプ、シニア傷害安心 Hタイ

プ、シニア傷害タイプ、シニア傷害ベースタイ

プ、シニア傷害ベースＨタイプ、傷害プラス 

災害死亡共済金 

災害障害共済金 

個人長期生命共済 

＜せいめい共済定期生命プラン＞等 

災害特約または災害死亡特約が付帯されている契約 

＜こくみん共済＞ 

キッズ満期金付プラン、定期生命 300 

災害死亡共済金 

障害共済金 

終身生命共済 
＜せいめい共済終身生命プラン、終身共済マインド＞等 

災害特約または災害死亡特約が付帯されている契約 

災害死亡共済金 

障害共済金 

団体定期生命共済 災害特約または災害死亡特約が付帯されている契約 災害死亡共済金 

障害共済金 

総合（慶弔）共済 生命タイプ 死亡弔慰金 

※新型コロナウイルス感染症に関する特別取り扱いの終了にともない、事業細則を改正しております。 

 

別紙 


